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令和５年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置の内容 

テーマ：公共施設等（土地及び建物）の管理状況について 

頁 監査結果報告書（結果・意見） 措置の内容【公表項目】 
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第４部 監査結果 

第１章 県管理方針における課題への取組 

状況 

第３節 県管理方針における課題への取組 

みについての指摘及び意見（県への期待） 

【指摘０－１】公共施設等の再編の議論を 

推進すべき 

 今後、人口減少、少子高齢化が進むと見 

込まれるなか、高度経済成長期以降に建設

してきた公共施設等が更新時期を迎えてい

る。公共施設等を建設した時代と比べて財

政状況は厳しく、すべての公共施設等を更

新していくことには限界があり、公共施設

等の再編を本格的に議論する時期にきてい

る。総務省指針（公共施設等総合管理計画

の策定等に関する指針）に基づき、富山県

は県管理方針（富山県公共施設等総合管理

方針）を作成しており、基本方針が掲げら

れているものの、個別具体的な再編の議論

が進んでおらず、総務省指針において記載

すべき、あるいは記載が望ましいとされて 

いる、行政サービス水準の検討、数値目 

標、広域連携、地方公共団体における各種 

計画及び国管理施設との連携、PDCA サイ 

クルの推進、議会や住民との情報共有等に 

ついては記載がないか、もしくは不十分と 

なっている。これらの点について指摘とす 

る。具体的には以下のとおりである。 

 

①行政サービス水準等の検討 

 総務省指針によれば、「公共施設等の総 

 

 

 

 

 

 公共施設等の保有総量の適正化 

に向けた議論を加速化させるた 

め、令和６年７月に県有施設整備 

等推進委員会を開催。人口減少・ 

少子高齢化や、多様化・複雑化す 

る県民ニーズ、デジタル技術の進 

展による県民サービスの変化、職 

員の働き方改革などへの対応に加 

え、令和６年１月に発災した能登 

半島地震を踏まえた災害時の拠点 

としての施設の役割など、多面的 

な視点で検討を進めている。 

 また、施設の再編・集約化、長 

寿命化対策などのハード面だけで 

なく、職員の確保や市町村・民間 

との連携などソフト面も含め、人 

口減少社会に適応するため、持続 

可能な行政運営のあり方、求めら 

れる行政サービス水準等につい 

て、総合的に、かつ、丁寧に検討 

を進めていく必要がある。 

 今後、これらの検討を踏まえ、 

公共施設等の保有総量の適正化と 

最適な配置に向けた議論を推進し 

ていくとともに、県民・議会等に 

対しても必要な情報共有を実施し 
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 合的かつ計画的な管理の推進の前提とし 

て、当該団体としてあるべき行政サービス 

水準を検討することが望ましいこと。その 

上で、個別の公共施設等において提供して 

いるサービスの必要性について検討するに 

際しては、当該サービスが公共施設等を維 

持しなければ提供不可能なものであるか 

（民間代替可能性）など、公共施設等とサ 

ービスの関係について十分に留意すること 

が必要であること。」とされている。これ 

を受けて県管理方針では公共施設等の保有 

総量の適正化として次の方針が示されてい 

る。 

 

公共施設等の保有総量の適正化 

 現在や将来の県民ニーズに応じた施設の 

機能を維持しつつ、施設の特徴に応じ、公 

共施設等の保有総量の適正化に取り組む。 

 また、将来人口の減少やデジタル化の推 

進等の社会経済情勢の変化による今後の利 

用見込み等を踏まえ、老朽化した既存施設 

や今後新設する公共施設等の必要性や規模 

を検討し、不要となった資産については積 

極的に売却等を行うこととする。 

 具体的には、県有未利用地の売却等の一 

層の促進や、国の財政措置（公共施設等適 

正管理推進事業債）の活用に加え、国や市 

町村、民間等との役割分担による施設のあ 

り方の検討、PPP や PFI による公共施設等 

の転用・集約・除却等を行い、中長期的に 

公共施設等の保有総量の適正化と最適な配 

置に取り組む。 

 

 まさにそのとおりであり、速やかに議論

を進め、「公共施設等の保有総量の適正化 

ていく。 

 なお、県管理方針（富山県公共

施設等総合管理方針。以下同じ。) 

の計画期間の前期最終年度である 

令和８年度を目途に、総務省指針 

（公共施設等総合管理方針の策定 

等に関する指針。令和５年10月改 

定により記載内容の下方修正あ 

り。以下同じ）を踏まえた記載事 

項の追加・修正を実施する予定。 
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と最適な配置」を実現していただきたい。

現状、富山県県有施設整備等推進委員会が 

設置され「保有総量の適正化と最適な配 

置」について議論することが提唱されてい

るものの、再編に向けた本格的な議論は進

んでいない。 

 

②数値目標、広域連携、地方公共団体にお 

ける各種計画及び国管理施設との連携、 

PDCAサイクルの推進 

 再編の議論が進んでいないことから、総 

務省指針において記載すべきとされている 

「数値目標」や「広域連携」、「PDCAサイ 

クルの推進方針」といったことについても 

示すことができていない状況にあり、再編 

議論の進展が求められる。 

 

③議会や住民との情報共有 

 再編の議論にあたり、議会や住民との情 

報共有を図る仕組みも必要であり、この点 

についても配慮が必要である。 

 

【意見０－１】長寿命化の対象施設の絞り 

込み 

 県管理方針や個別施設計画において「長 

寿命化を図る」といった方針が示されてい 

るが、長寿命化を行っても財源不足が見込 

まれる等の状況を踏まえると、現有の施設 

の再編について議論したうえで、長寿命化 

を行う対象施設を絞り込むことが先決であ 

る。具体的には以下のとおり。 

 県管理方針において、今後30年間の公共 

施設等の維持管理等（維持管理、改修、更 

新等）に要する経費の見込みが次のとおり 

示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長寿命化の対象施設の絞込みに

ついては、持続可能な行政運営の

あり方、求められる行政サービス

水準などの検討を踏まえた公共施

設等の保有総量の適正化と最適な

配置に向けた議論と密接に関係し

ていることから、これらの議論と

併せて検討を進める。 
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 事後保全型維持管理を実施した場合は、 

30年間に約１兆 5,433億円必要になるが、 

予防保全型維持管理の場合は約 8,975億円 

に抑えられ、約6,458億円（215億円／年） 

の費用削減効果が見込まれている。 

 これを踏まえて庁舎等、学校施設、県営 

住宅、文化施設、スポーツ施設などの施設 

類型ごとに策定されている個別施設計画に 

おいて「長寿命化の実施」について計画が 

なされているところである。 

 しかし、県管理方針では「予防保全型で 

実施したとしても、各年度に要する経費 

（約299億円/年）はこれまでの実績（過去 

３年間の平均、約279億円/年）を上回る」 

としていることから、長寿命化を行ったと 

しても現在以上の経費を要することが見込 

まれている。また、長寿命化を行うこと 

で、行わない場合に比べて向こう30年間の 

経費が削減されるとしているが、その中に 

は単純に公共施設等の更新時期が30年内か 

ら30年超へシフトしたことによる削減額が 

あり、本質的な意味では削減できていない 

経費が潜在しているといえる。 

 したがって、予防保全型による長寿命化 

を有効なものとするためには長寿命化に取 

り組む前に再編の議論を行い、その対象を 

絞り込み、存続させると判断した公共施設 

等について長寿命化の対象とするべきであ 
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り、公共施設等のすべてに対して一律に長

寿命化を図ることは避けるべきである。 

 

【指摘０－２】公共施設等に充当可能な財 

源の見込みを示すべき 

 公共施設等再編の議論において、どれく 

らいの財源を確保できるのかといった情報 

は不可欠である。現在の財政状況からは、 

今後、公共施設等の整備に十分な財源を確 

保することは難しい状況にあるが、そうし 

た中でも必要な整備は行っていかなくては 

ならず、そのためには、今後、どれくらい 

の財源を公共施設等の整備に充当できるの 

かについての見込みを立て、関係者で共有 

しておくことが必要である。総務省指針に 

おいても、公共施設等に要する経費に充当 

可能な財源の見込みについて明らかにする 

よう求めているが、県管理方針には数値の 

記載がなされていない。この点、指摘とす 

る。 

 総務省指針では公共施設等管理計画に記 

載すべき事項として、 

 

 公共施設等の現在要している維持管理経 

費、維持管理・更新等に係る中長期的な経 

費の見込み（略）及びこれらの経費に充当 

可能な地方債・基金等の財源の見込み等 

 

としている。これに対して、県管理方針に 

は、 

 

 財源については、国の補助事業や地方債 

などを活用し財政負担の軽減や平準化を図 

ると記載されているが、金額にまで踏み込 

 

 

 

 公共施設等に充当可能な財源の

見込みについては、今後の公共施

設等の保有総量の適正化と最適な

配置についての議論、長寿命化の

対象施設の絞込みついての議論な

どを踏まえた中長期的な経費見通 

しに依るところが大きく、また、 

今後の社会経済情勢、財政見通し 

や地方財政計画、国の制度などに 

も影響される。 

 このため、具体的な金額等を提

示することは難しい面があるが、 

今後、過去支出実績や他県の事例 

などを踏まえ、県管理方針の計画

期間の前期最終年度となる令和８ 

年度を目途に、その積算方法や、 

記載について検討する。 
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んだ記載にはなっていない。県管理方針に

は公共施設等の維持管理に過去３年間で年

平均 279億円を充当してきたという実績が

記載されており、「これくらいは充当でき 

るのではないか」という意味では１つの目 

安となるが、再編の議論を行うにあたって 

は、一般財源として、また特定財源とし 

て、あるいは基金として公共施設等の整備 

に充当できる財源についての情報が必要で 

ある。 

 

【指摘０－３】公共施設マネジメント（再 

編の議論等）に必要な情報を整理すべき 

 県管理方針に「公共施設等のマネジメン 

トに資する固定資産台帳を整備した」と記 

載がなされているが、固定資産台帳の記載 

項目だけでは公共施設マネジメントに必要 

な情報（施設ごとの収支情報、利用状況、 

近隣施設の状況などの情報）が網羅されて 

いるとはいえず、総務省指針が想定してい 

る「公共施設等の管理への固定資産台帳の 

活用は」できない状況にある。この点、指 

摘とする。具体的には以下のとおり。 

 

①現状 

 富山県では地方自治法に基づく「公有財 

産台帳」や地方公会計における「固定資産 

台帳」を整備してるところであり、それぞ 

れ関連する法令（地方自治法や関係する条 

例及び規程）や基準（統一的な基準による 

地方公会計マニュアル、富山県固定資産台 

帳等整備方針）にしたがって整備されてい 

る。 

 しかし、公共施設等の再編を議論するう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまで、固定資産台帳の記載

項目に限らず、公共施設等の管理

状況を個別に把握して、施設のあ

り方等の検討に活用してきたとこ

ろ。必要な情報を集約化し、見え 

る化するには、人件費や光熱水 

費、業務委託料等物件費など、施 

設・建物単位での按分計上が難し 

い経費があるほか、データ項目を 

精緻化するほど事務負担が大きく

なるなどの課題もある。 

 このため、全国的にも活用が進

んでいない状況にあることから、

国においては今後の地方公会計の

あり方に関して研究会を開催し、 

議論を進めてきたところ。 

 この内容や、他県の事例なども 

参考に固定資産台帳など地方公会

計情報の活用等を検討していく。 
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 えで必要となる、収支情報や利用状況、近

隣施設などの項目は台帳に記載がなされて

いない。また、建物については電気設備・

給排水設備・空調設備・昇降機設備などの

いわゆる建物附属設備は建物本体（躯体）

とは耐用年数が異なり、維持修繕も個別に

実施されることが通常であることから、区

分して把握すべきであるが、現行の台帳で

は対応できていない。 

 この点については、地方公共団体によっ

ては「施設カルテ」を整備している事例が

ある。また、地方公会計制度において「固 

定資産台帳」を作成することとなってお 

り、総務省指針においても、次のとおり、 

公共施設等の管理に固定資産台帳を活用す

ることが望ましいとされている。「施設カ

ルテ」や「○○台帳」といった形式にこだ

わる必要は無いが、再編の議論に当たり必

要な情報は集約し見える化しておくべきで

ある。 

 

四 地方公会計（固定資産台帳等）の活用 

 地方公会計の情報、特に固定資産台帳の

情報は、公共施設マネジメントの推進に当

たっての前提となるものであり、毎年度、

遅くとも決算年度の翌年度末までに適切に

更新することが求められる。点検・診断や

維持管理・更新等の履歴など公共施設マネ

ジメントに資する情報を固定資産台帳に追

加するなど、公共施設マネジメントに資す

る情報と固定資産台帳の情報を紐付けるこ

とにより、保有する公共施設等の情報の管

理を効率的に行うことが望ましいこと。 

 固定資産台帳及び財務書類から得られる 

情報は、公共施設等の維持管理・更新等に 
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 係る中長期的な経費の見込みの精緻化に活

用できるほか、事業別・施設別のセグメン

ト分析を行うことなどにより、各事業・施

設について効率的・効果的な対策の検討を

可能にするものであり、総合管理計画に基

づく具体的な取組等の検討においても、公

共施設等の適正管理に積極的に活用するこ

とが望ましいこと。 

 

②公共施設マネジメントに必要となる情報

の例 

 公共施設マネジメントにあたり、どうい 

ったデータが必要となるのか、また、それ 

らのデータをどういった方法で収集・保存 

していくのかは、各地方公共団体の判断で 

よいと思われるが、国土交通省の資料 

（「施設カルテ」）、地方公会計マニュア 

ルに掲載されている固定資産の記載項目の 

例、すでに作成済みの他の地方公共団体の 

施設カルテの事例などから、次のような項 

目が情報として必要といえる。 
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【意見０－２】多様な財源の確保 

 公共施設等の整備に充当する財源を多様 

な方法で確保していく必要がある。たとえ 

ば、基金の造成、施設利用料の見直し、資 

産の有効活用、維持管理業務の見直し、 

PPP/PFIの活用などが考えられる。県とし 

てすでに取り組んでいるものはさらに取組 

みを進め、そうでないものについては導入 

を検討いただきたい。 

 

①基金の造成 

 高度経済成長期以降に整備されてきた公

共施設等が、これから一斉に更新時期を迎

えるため、更新費用も特定の期間に集中す

ることが予測される。義務的経費など各年

度における経常的な支出が一定額見込まれ

る中で、公共施設等に対する支出が特定期

間に集中してしまうと、その他の経費に充

当する財源が不足しかねない。他の地方公

共団体の事例では、公共施設等に対する財

源確保と財政負担の平準化を目的に、基金

を造成し継続的に基金への積立てを行う方

法を採用しているケースがある。富山県で

は減債基金などの基金が積立てられている

が、公共施設等の整備を目的とした基金の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多様な観点・手法に基づき、公 

共施設等の整備に充当可能な財源 

の確保や、PPP/PFI をはじめとし 

た公民連携手法の活用に努める。 

 令和６年度においては下記の取 

組みを行っている。 

 

・県庁周辺県有地の活用において

は、初めてアイデアコンペを実施

し、民間から広く活用提案を募集

した。 

 

・資産の有効活用については、未 

利用地の県ウェブサイトへの掲載 

による売却・貸付の促進や、県有 

施設への広告掲載を募集してい 

る。 

 

・ネーミングライツについても、 

新設施設等を中心に、戦略的な導 

入に向けて取り組んでいく。 

 

・指定管理者の公募にあたっては

サービス向上のために必要とする

場合に限り、指定期間を５年に長 

 



  令和７年１月 31日      富 山 県 報        号  外  11   

  

 

 造成についても検討するべきである。 

 

②施設利用料の見直し 

 現在、公共施設の利用料は、県の直営施

設では各施設の設置条例にて、また、指定

管理者へ運営を委託している施設では条例

もしくは県と指定管理者が協定にて（条例

の上限額の範囲内で）決定されている。料

金の算定に当たっては、統一的なルールは

無く、近傍同種施設の単価を参考にするな 

ど、各施設の状況に応じて設定されてい 

る。 

 この点について、受益者負担の適正化の

観点から、建設コスト、管理運営コストに

対する適正な利用者負担の在り方について

県としての考え方を構築し、それに基づい

た利用料を設定し直すことで財源を確保す

ることを検討すべきである。 

 例えば、公共施設の建設コスト及びラン

ニングコストのうち、一定割合を利用料と

して徴収することとし、利用者数の見込や

公共施設の利用年数などを基に利用料を設

定する方法が考えられる。また、利用料の

減免基準の見直しも検討すべきである。 

 

③資産の有効活用 

 資産の有効活用の取組事例として、未利

用財産の売却や貸付、余剰資産の貸付、広

告事業（ネーミングライツなど）といった 

ことが他の地方公共団体で進められてい 

る。 

 富山県においても県管理方針に記載のと 

おり、①県有未利用地の売却、②県有資産 

の有効活用（長期貸付、自動販売機設置事 

業者の公募、庁舎空きスペースの活用） 

期化することや、公募開始時期の 

前倒し、募集要項モデルの改正な

どにより、より適切な施設運営の

ため、多くの民間事業者等が応募

しやすい公募要件、公募方法等の

実施を図っている。 

 

・県が事務局となる「とやま地域

プラットフォーム」において、県

有施設の整備に関する情報提供を

行うことや、県有財産の活用に関

する民間提案を呼び込むための情

報提供やセミナー等の開催、民間

事業者のニーズや課題を把握する

意見交換などに取り組んでいる。 

 

・県が抱える課題に民間経営のア

イデアやノウハウを活かした効果

的な提案を求め、事業化を図る民

間提案制度を導入した。 
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 といったことに取り組んでいるところであ

る。この取組みをさらに進めるとともに、

資産の有効活用において県民提案制度の設

置やマーケットサウンディング等の実施に

より、住民や事業者から広く意見や提案を

求めることも検討するべきである。 

 

④維持管理業務の見直し 

 維持管理業務の効率化を図る取組みとし

て、他の地方公共団体では、従来から実施

されている指定管理者制度の導入のほか、

スケールメリットを目的とした複数施設の

維持管理業務の一括発注、あるいは、コス

トやサービスの点でより優れた運営方法の

募集といったことが実施されている。 

 富山県においても指定管理者制度は導入 

されているが、これらの取組みも参考と 

し、効率化の余地について検討するべきで 

ある。 

 

⑤PPP/PFIの活用 

 PPP（Public Private Partnership））と 

は、公共施設等の設計、建設、維持管理、 

運営等を行政と民間が連携して行うことに 

より、民間の創意工夫等を活用し、財政資 

金の効率的使用や行政の効率化等を図るも 

のであり、PFI はその一類型とされている 

（内閣府「PPP/PFI 手法導入優先的検討規 

程運用の手引（平成29年）」）。 

 政府は「一定規模以上の公共施設整備事 

業について、PPP/PFI 手法の導入を従来型 

手法（公共施設等の整備等を管理者等が自 

ら行う手法）よりも優先的に検討すること 

により、PPP/PFI 手法と従来型手法との比 
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 較が行われ、より効率的かつ効果的な手法 

の採用が可能となり、限りある税財源を効 

率的に使用することとなります。（内閣府 

「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程運用の 

手引（平成29年）」とし、PPP/PFI 推進ア 

クションプラン（内閣府、令和４年６月３ 

日）を打ち出すなど、PPP/PFI を推進して 

いる。 

 富山県においても国の要請にもとづき、 

「富山県 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程 

（平成29年度）」を策定し、一定規模以上 

で民間の資金・ノウハウの活用が効率的・ 

効果的な事業については、多様な PPP/PFI 

手法導入を優先的に検討する仕組みを構築 

しており、PPP の手法によって富山県立中 

央病院医師宿舎や富山南警察署職員待機宿 

舎を整備している。 

 PPP/PFI 手法によって公共施設等を整備 

することによって、コスト削減、サービス 

の質の向上、収入の増加、地域の活性化と 

いった効果が期待されている。これらの効 

果が実現するには、単に制度を導入するだ 

けでは不十分であり、参入する民間事業者 

や金融機関などとの十分なコミュニケーシ 

ョン、推進するための専門人材の育成とい 

った課題をクリアしていかなければならな 

いが、政府の後押しもあり、財政面で大き 

な効果が見込まれることから、今後も積極 

的に活用を検討するべきである。 

 

⑥クラウドファンディング 

 昨今、様々な事業やプロジェクトの実施 

において、必要な資金をインターネットを 

介して不特定多数の人々から広く調達する 

「クラウドファンディング」の活用が広ま 

っている。地方公共団体においても活用事 

 

 



  14  令和７年１月 31 日    富 山 県 報          号  外   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

例が出てきており（ガバメントクラウドフ

ァンディング）、公共施設等の整備におい

ても活用できる可能性はある。各公共施設 

等について資金提供者からどれだけの共 

感・協力を得られるのかが重要となるが、 

財源確保の手段として検討の余地はあると 

いえる。 

 

【意見０－３】全庁的な取組体制の構築 

 県全体の公共施設等について、再編の議 

論や情報の収集、財源の確保といったこと 

に取り組むためには、全庁的な取組体制の 

構築が必要となる。総務省指針において 

も、以下のように記載がなされている。 

 

全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共

有方策 

 公共施設等の管理については、現状、施

設類型（道路、学校等）ごとに各部局にお

いて管理され、必ずしも公共施設等の管理

に関する情報が全庁的に共有されていない

ことに鑑み、総合的かつ計画的に管理する

ことができるよう、全庁的な取組体制につ

いて記載すること。なお、情報の洗い出し

の段階から、公共施設等の情報を管理・集

約するとともに、個別施設計画の策定の進

捗を管理し、総合管理計画の進捗状況の評

価等を集約する部署を定めるほか、部局横

断的な施設の適正管理に係る取組を検討す

る場を設けるなど、全庁的な体制を構築し

取り組むことが望ましいこと。 

 

 これを受けて富山県では、県管理方針の

中で次のとおり記載している。 

庁内推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年４月に、経営管理部行

政経営室内に県有財産活用推進課

を設置し、県有施設整備等推進委

員会の事務局を担うとともに、全

庁横断的な公共施設マネジメント

を推進する体制を強化した。 

 令和６年７月には、同推進委員

会を開催し、公共施設等の保有総

量の適正化に向けた議論を実施。

施設の再編・集約化、長寿命化対

策などのハード面だけでなく、職

員の確保や市町村・民間との連携

などソフト面も含め、人口減少社

会に適応するため、持続可能な行

政運営のあり方、求められる行政

サービス水準等につき、総合的に 

検討を進めていくこととしてい 

る。 

 今後、これらの検討を踏まえ、

公共施設等の保有総量の適正化と

最適な配置に向けた議論を推進し

ていく。 
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  本方針の対象は県が保有する全ての施設

に及ぶため、部局横断的な組織により各種

の取組内容を円滑に進める必要がある。こ

のため、副知事を委員長とし各部局長を委

員とする「富山県県有施設整備等推進委員

会」において長寿命化対策の進捗管理や手

法等の情報共有を行うとともに、その取組

状況のフォローアップや必要に応じて方針

の改訂等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県有施設整備等推進委員会は令和４年５ 

月30日に第１回の委員会が開催されてい 

る。副知事をトップとした、まさに部局横

断的なメンバーから構成されており、将来

の施設の保有総量の適正化、今後10年20年

30年先を考えて、どういった配置が適正な

のかについて検討を行うとの方針が示され 

ている。 

 しかし、現時点では保有総量や適正配置 

についての具体的な検討や計画策定には至 

 

 

<推進体制の概要> 
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 っておらず、全庁的取組としては不十分で

あり、これからの動向に期待したい。でき

るだけ速やかに議論を進めていただき、県

全体といった視点で「公共施設等の保有総

量の適正化と最適な配置」を実現していく

必要がある。 

 近年、地方公共団体においても「ファシ 

リティマネジメント*」の考え方を導入 

し、公共施設等を管理していこうとする動 

きがある。ファシリティマネジメントは組

織全体を対象とした活動であり、そのため

には地方公共団体に全庁的な取組体制が求

められる。 

 大阪府吹田市では「資産経営室」を設置

し、施設設備設計、財産管理、公共施設マ

ネジメントを一体的に進めている。そこで

は、施設の水準・品質・規模・使用年数・

施工方法・ライフサイクルコストなど、公

共施設の必要性や中長期的な行財政状況も

考慮しながら、多角的かつ総合的に分析・

判断をして実施計画策定や予算編成に反映

させている（日本公認会計士協会 会計監

査ジャーナル 2023年７月号にて紹介）。 

 なお、富山県においても令和４年度に 

「県有施設ファシリティマネジメント 基 

礎調査業務」を実施しており、一定数の施 

設について調査を行っているところであ 

る。 

 こうした動向や助言を参考とし、富山県 

でも、すでに整備した庁内推進体制におい 

て、実効性のある活動が展開され、目標で 

ある「公共施設等の保有総量の適正化と最 

適な配置」を実現していただきたい。 

＊：公益社団法人日本ファシリティマネジ 

メント協会のホームページでは次のように 
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説明がなされている。 

１．ファシリティ（土地、建物、構築物、

設備等）すべてを経営にとって最適な状態

（コスト最小、効果最大）で保有し、賃借

し、使用し、運営し、維持するための総合

的な経営活動です。 

２．経営組織のなかで、事業（ビジネス） 

を支える４つの機能分野（人事、ICT、財 

務、FM）は、経営を支える基盤として位置 

づけられます。機能戦略に則った方針と施 

策により、事業を底支えする４つの経営基 

盤のうちのひとつです。 

 

第２章 各施設及び土地について 

 第１節 庁舎等 

 第８項 庁舎等に関する指摘及び意見 

【意見１－１】保有総量について 

 「富山県庁舎等個別施設計画」において

「保有総量の適正化に努める」とあるが、

保有総量の内容や適正とされる数値が具体

的に示されておらず、計画の着地点が明確

になっていない印象を受ける。庁舎等は主

に庁舎や土木事務所といった行政組織が業

務を行う施設であり、利用実績等といった

指標を用いて施設の有効性を適切に表すも

のとはいえない。他県では保有施設の延床

面積総計を保有総量とし、予想される人口

減少に伴い、延べ床面積○○％減を目標と 

する事例もみられる。数値ありきで取り組

むべき課題ではないが、計画期間が長期間

に渡っており、進捗度を認識するうえでも

目標を設定する必要があると考える。 

 

【意見１－２】個別施設の評価・計画につ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県管理方針の見直しと併せて、

庁舎等個別施設計画への数値目標

等の記載のあり方についても検討

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度に実施したファシリ 
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いて 

 施設個別の具体的な評価や今後の計画・

方針等がなされていない。 

 建物の定量的評価（築年数・劣化状況・

維持管理コスト）、定性的評価（公共性・

有効性）の面から個別的な評価を実施すべ

きと考える。また官庁舎は現存施設と周囲

の環境とのまちづくりの観点からの貢献度

合いも考慮すべきと考える。具体的な評価

手法を策定し、老朽化対策をどのように行

ったのかを客観的に明示することが必要で

あり、個別的な評価の実施、さらにはその

情報公開が必要と思われる。 

 

【意見１－３】施設の現況把握について 

 「富山県庁舎等個別施設計画」によれば 

施設の現況把握は、建築基準法に基づく点 

検や自主的点検に基づき行い、「危機管 

理」「対症療法」「適宜措置」の３区分に

応じて修繕等を行うとしているが、「予防

保全型で管理する」とする方針との関連性

が明確にされていない。これら３区分が予

防保全の対応として掲げられているが、そ

の内容は一般的な保全レベルの対応のよう

に思われる。予防保全型の対応であること

をより具体的に記載し、実行することで効

果がより高まるのではないかと考える。 

 

【意見１－４】ユニバーサルデザイン化・ 

バリアフリー化の具体的な方針 

 「富山県庁舎等個別施設計画」には基本 

的な方針において「ユニバーサルデザイン 

化・バリアフリー化を進め、すべての人に 

とって利用しやすい施設整備に努める」と 

あるが評価項目やその他具体的な方針等の 

ティ・マネジメント調査におい 

て、一定程度評価分析を行ってい 

るが、令和６年度実施予定の他都 

道府県への照会結果も参考に、県

有施設の評価手法の検討を進めて 

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 既に予防保全型の対応を具体的 

に示した「県有施設保全マニュア 

ル」を整備していることから、庁 

内に再周知し活用を呼び掛けるこ

とで、予防保全型対応についての

理解を深め、建物の良好状態での

保全に繋げていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 ユニバーサルデザイン化やバリ 

アフリー化、カーボンニュートラ 

ル整備などの具体的方針等の記載 

については、庁舎等個別施設計画 

の次回改訂の際に追加を検討して 

いく。 
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記載がみられない。またカーボンニュート

ラル整備についての方針についても記載が

必要ではないかと考える。これらについて

県民の意見も組み入れながら、より具体的

な計画・方針を策定することが望まれる。 

 

【意見１－５】計画の状況・現況把握につ

いて 

 「富山県庁舎等個別施設計画」において

状況・実績についてどのように実施するか

記述がみられなかった。計画期間は令和３ 

年度（2021年）から令和12年度（2030年） 

の10年間であり、５年を目安に更新すると 

している。期間が長期に渡ることから継続

的な進捗度の把握が必要であり、期間の中

途で状況・実績報告を行う必要があると考

える。 

 

【意見１－６】県庁舎本館の文化財として

の有効利用について 

 県庁舎本館は国の登録有形文化財であ 

り、近代建造物として後世への保存措置が 

とられる対象となっている。また施設の中

で築年数が最も古いものの、老朽化状況は

部分的劣化にとどまっており、老朽化対策 

における優先度は比較的高くはない。今 

後、文化財としての有効利用の可能性につ 

いて、県民の利便性などの観点から議論を

進めていくことが必要と考える。 

 

第２節 学校施設 

第７項 学校施設に関する指摘及び意見 

【意見２－１】富山県学校施設長寿命化計 

画のフォローアップ 

 

 

 

 

 

 

 庁舎等個別施設計画の次回改訂

の際に、策定時からの実績等につ

いて確認及び評価を行うことを検

討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後の県庁舎本館の利活用方法

については、県庁周辺エリアのエ

リアマネジメントと一体的に検討

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度中にフォローアップ

を実施し、急激な物価上昇等の影 
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  文部科学省の「学校施設の長寿命化計画 

策定に係る手引」によれば長寿命化計画 

は、中長期的な学校施設の維持管理等にか 

かるトータルコストの縮減及び予算の平準 

化を図りつつ、学校施設に求められる機 

能・性能を確保することができるようにす 

るために作成することが求められている。 

 また今後の学校施設の改修等に関する優

先順位付けの考え方を示した上で、学校施

設ごとに、改修等の時期や方法、費用見込

等について整理することとしている。さら

に個々の施設に係る規模・配置計画等の方

針が立っていない場合は改訂のタイミング

で計画に反映する等とし、まずは計画を策

定することが重要としている。 

 この点について富山県では学校施設長寿

命化計画策定時点で個々の施設ごとの改修

等の時期、内容及び費用などについて整理

されておらず、計画数値策定にあたり学校

施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属

のソフトを活用し、今後の維持・更新コス

トを試算している。 

 計画策定をする際には、文部科学省の手

引が示すように、学校施設ごとに、改修等

の時期、内容及び費用について整理し、そ

の内容を長寿命化計画に反映させることが 

必要と考える。また総務省行政評価局の 

「学校施設の長寿命化計画の策定に関する 

実態調査結果報告書」によれば、今後の学

校施設の改修等に関する優先順位付けや、 

学校施設ごとの改修等の時期、内容及び費 

用について整理した内容を含まないもの 

は、長寿命化計画として必ずしも十分な内 

容を備えているとは言い難いとし、長寿命

化計画を実効性があるものとするために適 

響、今後の投資的経費の見通し、

劣化状況調査の結果、築年数、改

修履歴等も踏まえ、今後５箇年の 

実施計画について見直しを行っ 

た。 

今後も財政状況や施設の劣化状況

などにより適宜見直しを行うとと

もに、上位計画である富山県公共

施設等総合管理方針や、財政見通

し等への反映を行うなど本計画の

実効性を確保する。 
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時適切に内容を補完していく必要があると

している。 

 県としては長寿命化計画の進捗状況のフ

ォローアップ結果を踏まえ開始から５年を

目安に計画を見直すとしている。フォロー

アップ時には、今後の学校施設の改修等に

関する優先順位付けや、学校施設ごとの改

修等の時期、内容及び費用などについて整

理し、計画の見直しを行っていく必要があ

る。 

 

第３節 文化施設 

第７項 文化施設に関する指摘及び意見 

【意見３－１】文化施設の適正な供給水準

の設定について 

 前述のとおり県は、富山県全体のバラン

スや各地域の要望を踏まえた上で文化施設

の新設や更新等の検討を個別に実施してき

た。文化施設の存在は、県民の教養の向上

に資すると共に、県の魅力ある文化・伝統

を保全し、また、県の観光政策の要として

広く県民の福祉を支えるものであり、県民

生活にとって欠くことのできないものと言

える。 

 一方で、富山県人口は全国に先駆け1998

年にピークを迎え、今後も継続して減少が

見込まれる状況にあり、文化施設の適正水

準については今後ますます慎重な検討が必

要と考えられる。 

 文化施設については、文部科学省より統

計が公表されているが、富山県の登録博物

館（美術館含む）、劇場・音楽堂の数量は

下記の通りいずれも公共施設の軒数として

は全国平均を上回る供給量が確保されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文化施設の更新等にあたって 

は、富山県公共施設等総合管理方 

針に基づき、県民ニーズ・社会経

済情勢や市町村・施設の立地状況

などふまえ、県立文化施設のあり

方について検討していく。 
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 しかしながら文化施設の多くは、それ単

体で十分な利用者収入を得ているとは言え

ず、運営費や修繕費等の大部分に県からの

収入である指定管理料が充当されるため、

文化施設が過剰な場合は県の財政にとって

大きな負担となる。 

 このため文化施設についてはその供給量

が適正であるか評価する必要があると考え

られるが、現時点で県において文化施設の

適正数量に関する評価は行われていない。 

 文化施設は、その地域の文化や歴史、市

町村数や県民人口、行政における観光政策 

等と密接に結びついて個別性が非常に高 

く、定量的な基準をもって適正水準を把握 

するのは非常に困難であると考えられるも

のであるが、一般に公表されているデータ

や他の都道府県の動向、県の人口動態等に

鑑み文化施設の適正水準を評価する枠組み

を有することは有益であると考えられる。 

 このため、他の都道府県動向や県の人口

動態等を鑑み、県の文化施設の適正数量に

ついての検討を行うことを検討すべきであ

ると考えられる。 

 

【意見３－２】修繕計画のモニタリングの

実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個別施設計画における修繕計画 

について、実績等が状況把握でき 
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 県は文化振興課が所管する各施設につい

て長寿命化を前提とした修繕計画を策定し

ているものの、文化振興課においては策定

した修繕計画に基づいて修繕が実施されて

いるか、また、修繕費の実績額が当初見積

りと大きく乖離していないかのモニタリン

グがなされていない。 

 長寿命化を前提とした修繕計画は、計画

期間が長期にわたることから実態との乖離

が生じやすい。このため、修繕計画を適時

適切に見直し軌道修正するためにも修繕計

画と実績の乖離の状況を把握して差異を分

析し、その分析結果を今後の計画に織り込

むなど適切にモニタリングに努めることが

必要であると考えられる。 

 

第４節 スポーツ施設 

第７項 スポーツ施設に関する指摘及び意

見 

【意見４－１】スポーツ施設の適正な供給

水準の設定について 

 県は、富山県全体のバランスや各地域の

要望を踏まえた上でスポーツ施設の新設や

更新等の検討を個別に実施してきた。スポ

ーツは、県民が生涯にわたり心身ともに健

康で文化的な生活を営む上で不可欠なもの

であり、スポーツ施設の整備をはじめ、ス

ポーツ指導者等の配置などにより、県民が

身近にスポーツに親しめる環境整備が必要

となる。 

 一方で、富山県人口は全国に先駆け1998 

年にピークを迎え、今後も継続して減少が 

見込まれる状況にあり、スポーツ施設の適 

正水準については今後ますます慎重な検討 

が必要と考えられる。スポーツ施設の多く 

るよう修正した。 

 今後、その分析結果を活かし修

繕計画のモニタリングに努めてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県民ニーズ・社会経済情勢や市

町村・民間等の施設の立地状況な

どふまえ、県立スポーツ施設のあ

り方について検討する。 

 なお、武道館については、令和 

９年度に開館予定の新武道館の整 

備（県総合運動公園内）に併せ 

て、現在の富山・高岡武道館を廃 

止することとしている。 
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は、それ単体で十分な利用者収入を得てい

るとは言えず、運営費や修繕費等の大部分

に県からの収入である指定管理料が充当さ

れるため、スポーツ施設が過剰な場合は県

の財政にとって大きな負担となる。 

 このためスポーツ施設についてはその供

給量が適正であるか評価する仕組みが必要

であると考えられるが、現時点で県におい

てスポーツ施設の適正数量に関する評価は

行われていない。 

 スポーツ施設は、陸上競技場や野球場・

ソフトボール場、水泳プールや体育館等、

競技の種類において幅広い施設があり、ま

た各県によって競技人口にも大きな差があ

ると考えられることから、定量的な基準を

もって適正水準を把握するのは非常に困難

であるとも考えられるが、一方で比較的競

技人口の多い陸上競技場や野球場・ソフト

ボール場、水泳プールや多目的な活用が見

込まれる総合体育館等については各県ごと

の比較もしやすいと考えられるため、少な

くともこれらについて一般に公表されてい

るデータや他の都道府県の動向、県の人口

動態等に鑑みスポーツ施設の適正水準を評

価することは有益と考えられる。 

 このため、県はこれらのスポーツ施設に

ついて、今後の人口動態を見据えた上での

適正水準の評価を行うことが望ましい。 

 

【意見４－２】県営高岡武道館の利用につ

いて 

 令和元年９月に公表された「全天候型体

育文化施設整備のあり方」についてのとり

まとめ報告において、武道館機能を有する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の新たな武道館整備につい 

ては、既存の県営富山武道館と県 

営高岡武道館の施設の老朽化等に 

伴い、統廃合により整備するとの 

考え方に立っている。 
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 多目的施設の整備に関する方針が示され 

た。また、同時に設置された検討委員会の 

第３回会合（令和２年３月18日）におい 

て、老朽化した県営富山武道館、県営高岡 

武道館の廃止を含む「武道館機能を有する

多目的施設整備基本計画（素案）」が公表

された。 

 老朽化の進む県営富山武道館（昭和47 

年）、県営高岡武道館（昭和51年）の廃止 

の方向については、当構想が提起され始め

た当初から既定路線として議論が進められ

ている。その主たる論拠として、両武道館

の老朽化、バリアフリーへの対応、公式大

会を開催するための公式面の確保や観客席 

の確保が必要であることが挙げられてい 

る。 

 武道館の新設に伴い機能の重複する両武

道館の取り扱いについて議論となるのは当

然であるが、新武道館設置後の両武道館の

取り扱いについては、第２回検討会（令和

２年４月）において「現在の県営富山武道

館と県営高岡武道館を県営施設としては廃

止することとし、廃止後の施設の活用につ

いては、地元市をはじめ関係方面と十分協

議し、適切に対処していく必要がある。」

と示されて以降、取り扱いの協議について

明確な方針は示されておらず、新武道館が

建設された後に両武道館が存続するのか取

り壊されるかは明らかとなっていない。 

 両武道館については、単に公式大会での

利用にとどまらず、富山市、高岡市等の近

隣住民にとって日常的な稽古の場として、

これまで武道競技の振興や競技力の向上、

健康増進へ寄与してきた。両競技場の利用 

 既存の２つの武道館の果たして

きた役割を踏まえたうえで、令和

２年４月に策定した「富山県武道

館整備基本計画」では、現在の両

武道館は「県営施設としては廃止

することとし、廃止後の施設の活

用については、地元市をはじめ関

係方面と十分協議し、適切に対処

していく。」こととしている。

（令和５年９月の基本計画改定版

においても、同様の記述） 

 県では、この考え方を基本とし

つつ、県営施設として廃止後の施

設の活用について、高岡市や武道

関係者などと引き続き協議を行っ

ている。 
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者数は比較的多く、令和４年度の利用実績

は、県営富山武道館で34,300人、県営高岡

武道館で24,789人となる。また、両武道館

の指定管理料は、県営富山武道館は17百万

円、県営高岡武道館は３百万円と他の大型

施設と比較して少なく、維持管理に多額の

コストがかかる状況ではない。 

 県営富山武道館については立地的な面か

ら新武道館設置後に残置する意義に乏しい

かもしれないが、県営高岡武道館について

は、年間利用者も多く、立地的な面からも

廃止後の有効活用について積極的な議論が 

なされるべきであると考えられる。この 

点、県はすでに平成29年において両施設に 

ついての長寿命化（70年）計画を定めてお

り、またその計画に基づき長期的な利用を

前提とした整備を進めてきており、その取

り組みの観点からも長期の利用を前提とし

た有効活用方法について検討すべきと考え

られる。このため、武道館廃止後において

も現状の利用者の意向に十分に配慮して今

後の施設の活用方法について検討すべきで

あり、県としても対応を図る必要がある。 

 

【意見４－３】計画した修繕の未実施及び

計画外の修繕の実施 

 令和元年５月に策定された富山県スポー

ツ施設個別施設計画に基づき、県は将来的

な人口減少や人口構成の変動に備え、スポ

ーツ施設の将来のあり方やビジョン等を考

慮し、計画的に整備する必要があるとして 

10年間の長期的な整備計画を策定してい 

る。 

 これは予防保全的な維持管理及び耐久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度の修繕の計画が実績

と乖離した要因について、令和６

年５月に分析した。 
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性・耐候性の向上等を図る修繕を実施する

ことにより施設の長寿命化を図ることがト

ータルとしての施設のライフサイクルコス

トを縮減するものであるとの理解に基づい

て行われているものであり、合理的なもの

と考えられる。 

 しかしながら、各施設の個別の修繕計画

と実績との対比状況を通査した場合、計画

した修繕工事が実施されていない、あるい

は計画以外に大規模な修繕が行われている

事例が散見される。 

 長期的な視点に立って今後10年間の設備

の修繕計画を策定することは、不測の事態

の発生もあり困難なため必ずしも計画通り

に修繕が実施されるわけではないことは理

解できるが、修繕の実績が計画と乖離した

場合にその要因について分析して今後の修

繕計画の策定に活かすことが望ましい。 

 

【指摘４－１】公有財産台帳への記載漏れ

について 

 県は、昭和40年に施行された富山県財産

管理規則第６条５号により、公有財産に関

する台帳を整備することが義務付けられて 

いる。このため、県が保有する公有財産 

は、公有財産台帳において適切に記載され 

る必要がある。 

 今回の外部監査においてスポーツ振興課

の公有財産の登録状況について確認したと

ころ、下記の価格改定の内容が公有財産台

帳に登録されていないことが判明した。 

 

 今回の反映漏れが発生した原因は、公有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年６月に、時点修正した

評価額を記載し、台帳価格を修正

した。 
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財産台帳の登録担当者が耐震工事について

公有財産台帳において価格改定を行うこと

が必要であるとの認識が無かったことに起

因する。公有財産台帳は県が保有する公有

財産の状況を正確に把握するために必要で 

あり、適時適切に更新していく必要があ 

る。このため、今後も同様の登録漏れを生 

じさせないために、改めて管財課より行わ

れている公有財産台帳の取り扱いに関する

通知を担当者間で共有すると共に、毎年度

末に公有財産台帳登録の必要な工事の登録

状況の確認を徹底する必要がある。 

 

第５節 県営住宅 

第８項 県営住宅に関する指摘及び意見 

【意見５－１】県営住宅必要量の見直し 

 第１項 概要で述べたとおり、令和４年 

度末の入居率は70％台まで落ち込んでいる 

ものの、入居率の減少原因が把握されてい

ない。入居率の減少には様々な原因が考え 

られ得るが、原因が分析されていない以 

上、適切な対応策を決定することができな 

い。そのため、入居者へのアンケートや入

居者層の推移を把握するなど、入居率の減

少原因の把握に向けて努力することが望ま

しい。 

 また入居者の減少原因が県営住宅のニー

ズの減少に伴うものであれば、現在実施し

ている県営住宅ニーズ等に関する基礎調査

の結果を踏まえ、将来の県営住宅の必要量

を見直す必要がある。 

 

【意見５－２】維持管理、建替え、用途廃

止基準の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入居者（管理連絡員）へのアン

ケートや将来の県営住宅の必要量

の見直しを、令和６年度から実施

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和13年度までに、維持管理、

建替え、用途廃止の実施方針を明 
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 富山県では「富山県営住宅長寿命化計 

画」（令和４年３月改定版）において、長

寿命化を図るべき県営住宅を明示し、当該

計画に基づき県営住宅の修繕及び改善工事

等を実施している。 

 令和３年度以前の計画では、県営住宅の

建替えを前提としていなかったが、令和４

年度以降10年間を対象とした「富山県営住

宅長寿命化計画」では、「建替事業は、必

要に応じて検討すること」とし、「建替事

業を行う場合でも、総管理戸数は削減する

こと」としている。令和５年度現在、県営

住宅の中長期的なあり方を検討し、具体化

した方針を計画に反映させることを目的と

して、県営住宅ニーズ等に関する基礎調査

を実施しているものの、当該シミュレーシ

ョン結果を踏まえて次のステップ（維持管

理、建替え、用途廃止等）についてどのよ

うな対応を採るべきかの具体的な判断指針

が存在していない。 

 当該シミュレーション結果や近年の入居

率の低下を踏まえた対応が求められること

を考慮すると、維持管理、建替え、用途廃

止の実施方針を明確にする必要がある。 

 

【意見５－３】県実施の修繕工事の予算執

行額について 

 県は予防保全による修繕の実施によりラ

イフサイクルコストの低減及び事業費の平

準化を図ることを前提とした計画を立てて

いる。一方で、下表が示すとおり、県実施

の修繕及び改善工事について、当年度予算 

の執行率が５割を下回る年度・事業があ 

る。このような場合、必要な修繕がタイム 

確にし、次期県営住宅長寿命化計

画（令和14～23年度）に反映させ

ることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必要に応じて、「工事施工に先

立ち、建築住宅課が実施する管理

連絡員及び居住者に対する説明会

に同席し、工事内容の説明を行う

事」、「入居者の工事への立会い

が難しい場合は県建築住宅課の職

員が立会う」と図面に明示し、施

工者の負担及び不安感の軽減を図

っている。 
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リーに実施できないことから、事後コスト

の増大や、建物の老朽化による事故の発生

等の弊害が生じる可能性が懸念される。 

 本件の予算に対する執行額が低調となっ

た背景を担当者に聴取したところ、時期に

より技術者が不足する場合があることに加

え、入居者との各種調整に手間がかかると

いったマイナスイメージから、入札が敬遠

され不調に終わっているケースが多いとの

ことであった。このようなことから、単純

な設計額（予定価格）の増額では解決が難

しい旨も併せて聴取している。そのため、

本件の解決に向けては、入居者との調整に

手間がかかることを客観的にし、設計金額

に反映させるか、それができないのであれ

ば、金額以外の観点で、県営住宅工事の入

札にインセンティブが働くような代替案を

県として考案することが望まれる。 

 

【意見５－４】中長期的な県営住宅の維持

にかかる収支管理 

 県営住宅は中長期的な期間にわたり維持

管理されており、また、主な資産が土地及

び建物でイニシャルコストがかさむ特徴が

あることから支出がトップヘビーとなり、

単年度では収支が均衡しない特徴がある。

それに加え、定期的な大規模修繕が生じる

ことから、年度ごとの収支は当然に変動が

生じるものと考えられる。 

 一方で、現状の県営住宅予算に対する収

支管理は単年度かつ県営住宅全体レベルで

のものであり、当初の建設に伴う支出や、

定期的に発生する大規模修繕及び撤去費用 

 また、債務負担行為等の活用に

よる早期発注、工期確保、余裕期

間制度の採用、技術者の業務量の

平準化に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 富山県長寿命化計画に基づき、 

予防保全的な維持管理及び耐久 

性・耐候性の向上等を図る修繕を 

実施することにより、ライフサイ 

クルコストの低減、事業費の平準 

化に努めている。 
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との均衡を考慮した収支管理となっていな

い。 

 建物の耐用年数等に照らした中長期的な

意思決定が必要であると考えられることか

ら、物件別かつ中長期的な期間にわたる収

支管理を行う必要があると考えられる。 

 

【意見５－５】修繕費の費用負担区分の判

断根拠 

 県営住宅の緊急修繕、一般修繕、空家修

繕のうち、設計金額が 100万円未満の小規

模な修繕は指定管理者が実施する。費用負

担について、県又は入居者いずれの負担に

よるかの判断基準は、「富山県営住宅指定

管理者業務仕様書 別添―１」により定め

られている。主な考え方としては、入居者

の原因による汚損、破損等の修繕に要した

費用は入居者の負担となる。 

 費用分担の定めにおいては、一般的に台

所排水管詰まりを直す費用や破損ガラスの

取替費用は入居者が負担する修繕工事の例

として記載されている。一方で、工事実施

業者が作成する「工事完了調書」を閲覧す

ると、台所排水管詰まりや破損ガラスの取

替が県の予算で実施されている。その理由

を担当者に確認したところ、例えば台所の

排水管詰まりの場合、日常生活における使

用方法等の問題により詰まりが生じている

ときには、発生した修繕費の負担を入居者

にお願いしているが、建物の経年劣化等に

起因して発生したときには、県の予算で修

繕を実施している旨の回答を得た。 

 このように、費用負担区分について案件

ごとに判断が行われていると見受けられる 

 

 

 

 

 

 

 

 修繕費の費用負担区分の判断根

拠（検討過程）を、指定管理者が 

作成する発注修繕一覧表等に記録 

できるように改善済。 
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が、「工事完了調書」を閲覧しても当該判 

断に関する検討過程が文書化されていない

事例が散見されている。入居者と県の費用

負担が適切に行われていることが事後的に 

検証できるよう、例えば当該検討過程を 

「工事完了調書」等に残しておくことをル 

ール化することが考えられる。 

 

「富山県営住宅指定管理者業務仕様書 別

添―１」 

〇費用負担区分 

 下表に記載の常時手入れや修理が必要で 

日常軽微な修繕については、原則入居者負 

担とする。ただし、下表以外でも、その原 

因が入居者の責任による場合には入居者の 

負担とする。 

 

 

 

 

 第６節 警察施設 

 第７項 警察施設に関する指摘及び意見 

【意見６－１】長寿命化対策の検討 

 県警察では「富山県警察機能強化推進計

画」（令和４年２月策定）に基づき警察署

の再編整備が進められている。この計画に

より、昭和30年代後半から昭和50年代後半

に建設された１０警察署は再編され新たな

４警察署が整備予定であり、総量の適正化

に努めているが、庁舎新築の検討に合わせ

て、旧庁舎の長寿命化対策についても具体

的な検討を進めることが望まれる。 

 

第７節 富山県立中央病院及び富山県リハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 警察署再編後の旧庁舎について

は、廃止または分庁舎化を予定し

ているが、分庁舎として当面活用

していく庁舎にあっては効果的・

効率的な維持管理を図っていく。 
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ビリテーション病院・こども支援センター

施設" 

第７項 富山県立中央病院及び富山県リハ

ビリテーション病院・こども支援センター

施設に関する指摘及び意見 

 

【意見７－１】職員の就労環境について 

 富山県立中央病院職員は、増加傾向（平 

成14年４月 878名、令和４年４月 1,186 

名）にあり、ヒアリングによれば、施設が 

全体的に手狭になっているとの声が多いと 

のことである。中央病院は県民ニーズに応 

えるため、患者優先の方針が採られてお 

り、中央病棟の施設整備にも表れている。 

 例えば、中央病棟５階には、職員が常時 

30名程度働くなか、患者用スペースを優先 

するため、職員トイレは男女兼用１か所 

（個室１）しかなかった。現在では、スペ 

ースの利用上の工夫で３か所に増え、就労 

環境の改善が少しずつ進められているとこ 

ろである。 

 県の中核病院として最高の医療サービス

提供力を継続していくためには、医師・看

護職員・技術職員・事務職員等の就労環境

について、施設・制度といったハード・ソ

フト両面の整備が重要と考える。 

 中央病院の厚生棟と医療交流棟には、職

員の更衣室、仮眠室、シャワールーム、資

材置き場などが設けられている。本節第１

項①で示したように昭和50年前後の建物で

あるところ、現在の策定されている大規模

修繕計画（10年（５年経過））には、厚生

棟の整備について触れられていない。 

 今回のテーマである施設整備の観点から

見ると、厚生棟の整備について、中央病棟 

 

 

 

 

 

 

 厚生棟の整備については、病棟

の大規模な設備改修が令和６年度

に一定程度、終了する見込みであ

ることから、令和７年度以降に修

繕計画等を検討する。 
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の建替えの議論と合わせて検討を行うこと

を予定しているのかもしれないが、築年数

を考慮すると厚生棟の新築又は大規模な修

繕に関する検討をもっと早く進めることが

必要ではないかと考える。 

 

第８節 土地（未利用地）  

第２項 未利用地の状況及び今後の計画 

３．監査結果 

（１）現場視察結果 

（ア）JET駐車場跡地 

【指摘８－１】民間車両による不法占有 

 現場視察時に当該未利用地（県有地（土

地開発基金保有地及び土地開発公社におい

て県の委託により取得した土地を含む）の

うち利用の少ない状態となっているもの）

にトラック２台が無断駐車されていた。現

地は柵やロープを張る等の措置がなく簡単

に駐車ができる状態にある。土地が広く全

ての土地に柵やロープ等を設置するのは難

しいと思われるが、看板などにより県有地

である旨や無断駐車禁止の表示等を行い、

再発予防に努められたい。 

 

【意見８－１】定期的な維持管理が必要 

 現場視察を行った結果、空き缶等が捨て 

られていたり、境界線がわからないほど草 

が生えていたりするなど適切な維持管理が 

行われていない状況にあるといえる。除草 

作業等、定期的な維持管理が必要と考え 

る。 

 

【意見８－２】今後の活用方法 

 当未利用地は射水市の太閤山ランド東地 

区にある。地区計画によると建築物等は寄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 立入禁止の貼紙を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 限られた予算の中で福祉作業所 

の協力を得ながら対応している。 

職員も近隣での業務がある時は、 

空き缶拾い等をしている。 

 

 

 

 

 昨年度より当地区の有効活用と 

管理について庁内で検討を進めて 

いる｡土地の用途に制限はあるが､ 
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宿舎、日用品及び物品販売業を営む店舗 

（ただし、その用途に供する部分の床面積 

の合計が 3,000㎡を超えないもの）、飲食

店、社会福祉施設、事務所等に用途が制限

されている。平成27年度、28年度に売却の 

公募を検討したが、購入希望者がなかっ 

た。当未利用地のような広大な土地を長期 

保有すると除草等の維持管理費用が増える

ことが考えられるため、売却、賃貸等活用

方法の早期決定が望まれる。 

 

（イ）旧 TIC日本語学校校舎跡地 

【意見８－３】無断使用への対応 

 現場視察したところ、フェンス等が設置

されていないため、簡単に侵入できる状態

にあることが見受けられた。現状のままで

は無断駐車等がなされる可能性が十分にあ

る。過去、無断駐車されないようにロープ

が張られていたが、除雪時に破損してしま

ったとのことである。ロープ等の設置や県

有地である旨や無断駐車禁止の表示等を行

い、無断使用予防に努められたい。 

 

【意見８－４】土地の境界 

 除草が行われておらず、境界標が確認で

きない箇所があった。富山県財産管理規則

第13条では「公有財産について常にその現

状を把握し公有財産の維持保存、土地の境 

界に注意しなければならない」としてお 

り、定期的な除草を行い、境界を明らかに 

しておく必要がある。 

 

【意見８－５】今後の活用方法 

 地下埋蔵物（擁壁等）が存在し、埋蔵文 

化財包蔵地に指定され、売却する際には障 

令和７年度までには、売却、賃貸

等の方向で手続きを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 無断使用への対応として、敷地

内に単管バリケードと U 字溝を設

置した。 

 また、除雪時の破損を防ぐた 

め、当該敷地沿いの市道を除雪作 

業する際、敷地内への排雪を行わ 

ないよう富山市に依頼した。 

 

 

 

 

 毎年１回、除草業務を業者に委 

託して行っており、令和６年度は 

６～７月に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 地下の状況（埋設されている擁 

壁の規模やその他埋設物の有無 

等）を確認したうえで、どのよう 
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害があるが、近隣大学の学生の駐車場とし

てのニーズもあることから様々な角度から

活用することを検討することが必要と考え

る。 

 

（ウ）近代美術館本館敷地 

【意見８－６】今後の活用方法 

 本施設は、富山県立近代美術館条例に基 

づき設置され、昭和56年７月に開館した 

が、その後老朽化が進み、耐震基準等を満 

たさない等の理由で、平成28年12月に閉館

した。以降未利用の状況となっている。 

 建物の活用が困難なことや建物の耐震改

修費用及び建物を解体のうえ売却等を行う

にも解体費用で多額の経費が見込まれるこ

とから、有効な活用方法が見いだせない状

況にある。更に、旧富山県立近代美術館が

位置する地域は、第二種中高層住居専用地

域であり、建物を活用する際は、第二種中

高層住居専用地域の用途制限も満たす必要

がある。 

 なお令和２年に旧富山県立近代美術館の

施設及び敷地について、売却に係る公募型

プロポーザルを実施したが、採用者がなか

った。 

 建物内部の視察を行ったところ天井、床

のカビや雨漏り等があり、老朽化がかなり

進んでいることが見受けられた。建物を活

用する際には、多額の耐震改修費用がかか

ることや売却や貸付しようにも多額の解体

費用が見込まれることから、有効な活用方

法が見いだせない状況にあることは理解で

きる。一方、当該施設を維持するにも樹木 

管理、清掃、警備業務の委託費用で年間 

 1,732千円（令和４年度実績）が必要であ 

に活用できるか検討していく。 

 

 

 

 

 

 旧近代美術館本館については、

解体したうえで跡地を緑地化し、

富山市で管理することとした。 
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る。県としても活用方法を継続して検討し

ているようであるが、早急に対策を講じる

必要がある。 

 

（エ）蓮町職員住宅跡地 

【指摘８－２】老朽化した電灯の撤去 

 現場視察を実施したところ、未使用の老

朽化した電灯が存在し、また倒れた電灯が

放置されていた。老朽化し腐食した電灯が

倒壊する可能性があり、危険であるため早

急に撤去する必要があると考える。 

 

【意見８－７】境界線が不明瞭 

 定期的な除草が行われておらず、境界線

が確認しづらい箇所があった。富山県財産

管理規則第13条では「公有財産について常

にその現状を把握し公有財産の維持保存、

土地の境界に注意しなければならない」と

しており、定期的な除草を行い、境界を明

らかにしておく必要がある。 

 

【意見８－８】土地の活用方法 

 当該未利用地の一部は SCOP TOYAMAや近 

隣会社のイベント開催時に臨時駐車場とし 

て利用されている状況にある。面積 

16,028.56㎡もある広大な土地をイベント 

開催時に駐車場として利用するのみでは、 

著しく経済性、有効性に欠けていると考え 

る。他の活用方法を早急に検討する必要が 

ある。 

 

（２）未利用地の活用方法について 

【意見８－９】未利用地の情報開示の必要

性 

 富山県では、昭和62年度から県有地の活 

 

 

 

 

 

 令和６年３月に老朽化した電灯

２本の撤去を行った。 

 

 

 

 

 

 令和６年９月に境界線上の除草

を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 SCOP TOYAMAの活用や周辺整備 

等の状況も踏まえて検討してい 

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県のウェブサイトにおいて、民 

間事業者等において有効活用が可 

能な未利用地の一覧の掲載を行っ 
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 用及び県有施設の用地選定のための組織 

（富山県県有地高度活用研究会、富山県県 

有施設等の用地選定等に関する連絡会議）

が置かれ、平成10年に「県有未利用地の活

用及び整理の方針」を策定した。 

 以後毎年、活用方法の検討及び土地の分

類の見直しが実施されているが、長期間保

有し、かつ現状においても活用方法等が見

いだせない未利用地がいくつか存在してい

る状況にあり、早急に売却等の有効活用を

検討することが必要と考える。例えば市町

村に対する定期的な情報提供や利活用の意

向確認の実施や県のホームページに未利用

地の情報を掲載するなど、広く県民に情報

提供を行い、ニーズの把握に努めることも

一法と考える。 

 

 

た。 
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令和４年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置の内容 

テーマ：人口減少・高齢化した社会における雇用の推進・確保及び人材育成のため 

の施策及び事業に関する事務の執行について 
 

頁 監査結果報告書（結果・意見） 措置の内容【公表項目】 
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 第四 監査の結果及び意見 

１１．障害を持つ学生のチャレンジトレー

ニング等事業 

【意見11-1】コーディネーターの配置人数 

 委託先である「富山県人材活躍推進セン

ター」では、新卒特別支援統括コーディネ

ーターが１名配置され、当該コーディネー 

ターがすべての業務に対応している。業務

実績の件数からも負担は大きいと推測され

る。１名での対応は、本人の負担が大きい

ことのほか、本人に支障が生じた場合に代

替できないといったリスク（属人化のリス

ク）や将来的な事業継続のリスクがあるこ

とから、業務を標準化しておく、複数名で

業務にあたってもらうなどの対応を平時か

らやっておくことが必要といえる。 

 

１４．放課後児童クラブ事業 

【意見14-1】長時間開設加算助成について 

 仮に上表の③～⑤に重複がないとする 

と、18時以降も開設しているクラブのう 

ち、25クラブはいずれの事業の補助も受け 

ていないことになる。ただし、追加的な調 

査を行っていないため、これらのクラブ 

が、事業の補助をそもそも受けられないの 

か、事業の補助を受けることができるが何 

らかの要因により機会を失っているのかは 

不明である。 

 各事業の実施要項又は交付要綱によれ 

 

 

 

 令和６年度より複数名で業務に

当たっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県内市町村に対し、令和５年９

月に実施した令和６年度における

放課後児童クラブに対する補助金

の活用照会の際に、併せて、県単

事業を活用しない場合はその理由

や、制度に関する意見についての

照会を行ったが、特段意見等がな

かったため、県単事業（長時間開

設加算助成）については従来通り

とした。 

 なお、市町村から意見・要望が 
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 ば、事業の実施主体は市町村であることか 

ら、これらの補助金の利用については、市

町村が地域の実情に応じて判断するべきも

のである。県としても市町村説明会におい

て放課後児童クラブの制度全般及び支援員

の人材確保の観点から処遇改善事業につい

ては特記して説明を行っており、県として

やるべきことはやっているとみられる。 

 したがって、補助金の利用をしない市町

村の判断を尊重することを前提として、県

は市町村が補助金利用を行わないとした判

断理由について聞き取りを行い、制度の使

い勝手など県として見直すべき点がないか

どうか、より積極的な関与が必要か否かに

ついて検討するのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

あれば随時、必要に応じて内容を 

検討する。 
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